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徒歩等

②

①

は中央非常通信協議会が実施

②

①　被災想定市は被災状況や救援要請等の情報を中継機関を経由して県へ伝達
②　県は内閣府からの情報を中継機関を経由して被災想定市へ伝達
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＊中央非常通信協議会は、地震、台風、洪水、津
波、雪害、その他非常の事態が発生し、又は発生す
るおそれがある場合に、人命の救助、災害の救援な
どに必要な通信（非常通信）の円滑な運用を図るこ
とを目的に、国、電気通信事業者、放送事業者など
で組織しています。

別紙２
非常通信訓練ルート（石川県）

訓練日　平成２９年１１月２９日（水）
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